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＜一般部門＞ 
Ⅰ．一般事業 

家電製品の利用者、製造業者、流通業者等の便益向上に寄与するため、環境保全・

資源有効利用、地球温暖化防止・省エネルギー対策、製品安全等に関して次の事業を

実施する。 

１．環境関連事業 

(1)環境配慮設計及び資源有効利用の取組み 

①欧州サーキュラエコノミー政策に基づく「持続可能な製品のエコデザイン規

則」（案）の内容を調査し、家電製品への影響度・課題等を関係者と情報共有

し、所要の対応を行う。 

②環境配慮設計（ＤｆＥ）の有効性を高める活動として、設計部門への積極的な

情報発信を推進する。 

③環境配慮設計に関する取組みの好事例を「製品アセスメント事例」として協

会サイトに掲載する。 

④家電製品の環境配慮設計に関する資料等を改定し、協会サイトに掲載する。 

⑤化学物質の規制情報等に関する情報収集を行い、関係者と情報共有する。 

(2)「容器包装リサイクル法」への対応 

①容器包装廃棄物の削減に向けた取組みを推進するとともに、同法に係る諸課

題について、関係団体と連携を取り、対応を図る。 

②2022 年４月施行の「プラスチック資源循環法」について、関係団体と連携を

密に取り、同法施行に係わる諸課題等について関係者と情報共有し、所要の

対応を図る。 

 

２．家電リサイクル関連事業 

(1)「家電リサイクル法」への対応 

①「産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子

機器リサイクルワーキンググループ 中央環境審議会循環型社会部会家電リ

サイクル制度評価検討小委員会 合同会合」が 2022 年６月に公表した報告書

に記載される各主体が取り組むべき施策について、関係者との連携を密に所

要の対応を行う。 

②上記報告書に沿って、毎年開催される合同会合の中で各主体の実施状況がフ

ォローアップされ、家電リサイクルの一層の高度化に向け継続した取り組み

が行われる。このような中、協会は、家電リサイクル法の評価・検討に協力す

るとともに、家電リサイクル制度の円滑な運営と利便性の向上に努め、４品

目の適正な排出に関する消費者啓発等、関係者との連携を密にして取り組む。 

③家電リサイクルに係わる普及広報活動を関連部門と連携し、活動を推進する。

消費者や関係者等への積極的な情報提供を行うべく、協会サイトで家電リサ

イクルに係るコンテンツの追加更新を行い、利活用しやすくなるように取り

組む。また「家電リサイクル年次報告書（2023 年度版）」を制作するとともに、

その配布先の拡大を通じて利活用をより一層推進する。また、パンフレット

「正しいリサイクル」ならびに小冊子「やってはいけない家電の捨て方」を、

家電リサイクルプラントの見学者、各種イベント会場来場者への配布等を積

極的に行い、家電リサイクルの啓発を推進する。 
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(2)「小型家電リサイクル法」への対応 

「産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会小型家電

リサイクルワーキンググループ 中央環境審議会循環型社会部会小型電気電子

機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会 

合同会合」において 2020 年３月に取りまとめられた報告書に基づき、関係者と

連携を密に所要の対応を行う。 

 

３．地球温暖化防止・省エネルギー対策関連事業 

政府の地球温暖化防止に向けた温室効果ガス排出 46％削減(2013年度比)表明及

び「2050 年カーボンニュートラル」・「脱炭素社会」宣言により、消費者の地球温

暖化対策や脱炭素への関心がさらに高まって来ている中、以下の重点項目を推進

する。 

(1)中長期的なエネルギー政策の把握と更なる省エネルギーの推進 

「地球温暖化対策計画」、「エネルギー基本計画」及び「パリ協定に基づく長期

戦略」等の見直しに対応して、家庭部門で求められるＣＯ２削減に向けた家電

製品トップランナー制度の推進や関連する情報収集、業界横断的な課題整理、

対応策を検討し目標達成に貢献する。 

(2)地球温暖化防止に関する啓発活動の実施 

①地球温暖化の原因と取組み方法、2050 年カーボンニュートラル・脱炭素社会

に向けた政策、省エネ家電製品への買換えによる省エネ効果、創エネ・蓄エ

ネ・ＨＥＭＳによるエネルギーの有効活用としてのデマンドレスポンス等に

ついて、協会サイト「省エネ家電 de スマートライフ（本編・キッズ版）」で啓

発活動を行う。また、新たな取組みとして教育現場と双方向のコミュニケー

ションを図り教育指導者が活用しやすい教材コンテンツを制作し省エネ啓発

活動を推進する。 

②「電機・電子業界カーボンニュートラル行動計画」等の省エネルギー対策事業

への協力として、「スマートライフおすすめ BOOK 電子版」の制作等を通して、

省エネ家電、創エネ・蓄エネ機器に関する情報提供を行う。 

 

４．製品安全関連事業 

家電製品の安全性向上に係る業界共通の諸課題である安全な製品を設計し製造

するための技術、消費者に製品を安全に使用いただくための情報提供と啓発活動、

市場で発生した安全問題への対応、安全規格に関する業界意見の集約と提言等に

関し、以下の事業に取り組む。 

(1)家電製品の安全技術及び安全マネジメントの課題検討 

①事故の未然防止と再発防止に資するため、業界横断的な事故情報及びリコー

ル情報の収集と分析を行い、関係省庁、関係団体及び事業者との情報共有や

再発、未然防止を図る。 

②安全な製品の設計と製造に関する技術及びマネジメント手法等の研究を 

行う。 

(2)製品事故の拡大防止に向けた効果的な業界横断施策の検討 

①ＡＩ、ＩｏＴ、サイバーセキュリティ等の新たな技術に対する安全課題や、 

環境(サーキュラーエコノミー)と安全性の両立に関する課題について、調査･

研究を行い業界としての対応を検討する。 
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②事故情報及びリコール情報の分析結果等を、効果的な啓発活動につなげる。

また、リコール製品の回収促進のため、お知らせアイコンの普及に加え、新た

な周知方法等の検討を行う。 

(3)家電製品の安全に関する関係省庁及び関係団体への対応 

①経済産業省「産業構造審議会製品安全小委員会」へ参画し、特にインターネッ

トモール販売における家電製品の安全全般に関する業界意見の反映を行う。

さらに、消費者庁、ＮＩＴＥ等からの製品安全に関する情報の収集と指導事

項への対応を検討する。 

②製品安全４法における諸課題に対して、経済産業省「（仮）製品安全市場を構

築するための新制度検討委員会」及び関連検討委員会に参画し、関係団体と

連携して課題解決に向けた提案等を行う。 

③家電製品からの電磁波に関する情報収集に努め、必要に応じ関連団体と連携

して対応策の検討を行う。 

④赤外線リモコン方式におけるカスタムコードの管理等を行い、赤外線リモコ

ン製品相互の誤動作を防止し、消費者の安全確保に資する。 

(4)協会サイトの製品安全ページにおいて、関係省庁、関係団体及び事業者の製品

安全やアフターサービスに関する内容の充実を図るとともに、それらの関係先

と連携した普及啓発・広報活動等に取り組む。 

(5) 消費者関連の新法制定や重要な法改正、重要判例や行政処分例の動向を注視

し、必要に応じて家電業界としての意見具申を行う。 

 

５．ユニバーサルデザイン技術関連事業 

高齢者や障がいのある方にとって「使いやすく・わかりやすい家電製品」を提供

するため、家電製品のユニバーサルデザインに関する課題の研究及び関連規格の

業界横断的な標準化等を目指して、以下の取組みを行う。 

(1)ユニバーサルデザイン国際規格化や高齢者・障がい者配慮事項に関するＪＩＳ

規格改正等への対応として、公益財団法人共用品推進機構・国立研究開発法人

産業技術総合研究所（経済産業省委託事業）「アクセシブルデザイン国際標準会

本委員会」及び関係検討委員会へ参画し、家電業界の意見の反映を図る。 

(2)ＩＣＴ機器（スマホ、スマートスピーカー）等と家電機器の連携時の操作性向

上のため、振動で伝える機能に関する標準化に取り組む。その為に評価アプリ

の開発とそれを活用した実体感調査を行う。 

(3）協会サイト「ユニバーサルデザイン配慮家電製品」ページにおいて、「配慮設

計適合製品」の情報を提供し、消費者が製品を選択する際の一助になるように

する。 

 

６．流通ＥＤＩ関連事業 

家電業界における流通企業とメーカー企業双方の業務効率化を推進するため、

時代の変遷に合わせたＥＤＩ標準化項目の拡充と標準化推進に必要な事項を検討

し、改訂・更新すべき内容は、協会サイトを活用し適宜情報提供する。 
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７．協会広報関連事業 

(1)広報事業 

①協会の概要、事業内容、活動成果等を協会サイトに広く紹介し、賛助会員、関

係団体、一般消費者等へ家電産業の取組みや課題等の普及啓発を推進する。 

②協会の活動について、月刊ＡＥＨＡ通信を発刊し、賛助会員、関係団体に毎月

配布すると共に、協会サイト会員専用ページに掲載する。、 

③６月に第５回家電産業交流会を実施し、賛助会員、関係団体、協会ＯＢ等を招

待し、家電産業界の情報交流を行う。 

(2)創立 50 周年記念事業関連 

 各部門・部会で行われる記念事業について事務局としての機能を担い、以下

の業務の進捗と遂行の管理を行う。 

①協会ホームページ内特設サイトの開設とメンテナンス 

②省エネ啓発の広告動画配信 

③アクセシビリティに関する講演会実施 

④リサイクル動画作品コンテストの実施と広報活動 

⑤資格有効性の訴求（コンテスト優秀者の動画配信） 

③３月に記念式典の開催と、そこでの協会運営功労者表彰の実施。 

(3)家電産業ハンドブック関連事業 

日本の家電産業の状況を、国内出荷、国内生産、輸出、輸入の各項に渡り、最

新統計に基づき動向を解説する「家電産業ハンドブック」を更新し、2024 年版

として賛助会員への情報共有を図るとともに、その抜粋版を協会サイトに掲載

することで、一般の利用の用に供する。 
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＜自治体支援事業部門＞  

Ⅱ.自治体支援事業 

不法投棄される廃棄物の削減を目的とした地方公共団体（市区町村）の不法投棄

未然防止の取組みを支援する「不法投棄未然防止事業協力」、離島地域の消費者が

排出する特定家庭用機器廃棄物の海上輸送費用を負担するための「離島対策事業協

力」を以下のとおり実施する。 

なお、事業の公正な運用を図るために第三者委員会を組織し、当該委員会の決定

した次の業務を実施する。また、2024 年より不法投棄未然防止事業協力の制度変更

（支援事業期間の上限を設定６年６回、引渡事業専用リサイクル券を廃止、自治体

用リサイクル券への統合）変更による混乱の無きよう事業運営を行う。 

 

１．不法投棄未然防止事業協力の実施 

特定家庭用機器廃棄物の不法投棄を未然に防止する事業及び不法投棄された特

定家庭用機器廃棄物を回収し、再商品化等実施者に引き渡す事業を実施する又は

実施しようとしている市区町村等に対し、事業の実例等の紹介やその他必要な情

報の提供、事業の立案に対する助言、助成金の交付を行う。 

なお、2024 年度「不法投棄未然防止対策事業」の助成金を交付する予定の自治

体は 77（新規８件）市区町村で、昨年度より 63 減となる。 

 

２．離島対策事業協力の実施 

次に掲げるいずれかの事業を実施する又は実施しようとしている市町村に対

し、事業の実例等の紹介やその他必要な情報の提供、事業の立案に対する助言、

助成金の交付を行う。 

(1)離島地域において特定家庭用機器廃棄物を引き取った又は回収した場所から

指定引取場所までの輸送を効率的な方法により行い、再商品化等実施者に引き

渡す事業 

(2)(1)に掲げる事業を市町村の委託を受けていない第三者が行っている場合、そ

の第三者に対して海上輸送に要する費用の全部又は一部に相当する額の補助金

を交付する事業 

なお、2024 年度「離島対策事業」の助成金を交付する予定の自治体は 21（新

規１件、再１件）市町村で、昨年度より２増となる。 

 

３．市町村等が実施した支援事業の評価等 

第三者委員会において、市区町村等が実施した支援事業について、その効果、

問題点等について評価を行い、協会サイトにて公表する。このほか、第三者委員

会の決定に基づき助成金を交付した支援事業の内容等を協会サイトにて公表す

る。 

 

 ４．協会サイトの利活用推進 

   協会サイトの事業協力室のページにおいて、実施事業例や担当者の声等、自治

体間の情報連携につながるコンテンツを強化し利活用を推進する。 
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＜家電リサイクル券センター部門＞ 

Ⅲ．家電リサイクル券センター事業 

家電リサイクル券システムが引き続き社会システムとして社会に貢献していくた

めには、一層のコスト削減、効率化、システムの安定運用、製造業者等や小売業者と

いった関係者との緊密な連携に努めることが求められている。このため、2024 年度

は以下の事業を実施する。 

 

１．家電リサイクル券システムの運営 

(1)運営の効率化を図る。 

(2)主務官庁、製造業者等、取扱店等との連携を強化する。 

(3)業務委託先との緊密な業務の遂行を図る。 

(4)小売業者の入退会、製造業者等の加入･契約解除申込みへの対応を行う。 

(5)取扱店の倒産発生等に対する迅速な対応を図る。 

(6)取扱店における家電リサイクル券の適正な運用を促進する。 

(7)利便性向上のためにリサイクル券の運用を見直す。 

 

２．家電リサイクル券システムの普及啓発 

(1)取扱店等へ家電リサイクル券の適正運用に関する普及啓発を行う。 

(2)流通、自治体、排出者等への家電リサイクル券システムの普及啓発を行う。 

 

３．情報システムの改善等 

(1)各種ＩＴ技術を活用して、ＲＫＣシステム利用者のサービス向上を図る。 

(2)円滑なシステム運用のための改善策の実行とセキュリティの確保を図る。 

(3)現行システムの問題点を抽出し、技術の進展等を考慮して、利便性と効率性

の向上を図るための新しいシステムの検討を行う。 

(4)情報システムのリプレースに向けた諸準備を行う。 

 

なお、2023 年 12 月末現在、入会取扱店等は約 42,000 企業、家電リサイクル券を取り

扱う店舗数は約 57,000 店、入会地方公共団体は約 1,000 団体、加入製造業者等は 147

企業、管理統括業者は９社となっている。また、約 24,000 の郵便局に料金郵便局振込

方式の家電リサイクル券を備えている。 
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＜指定法人部門＞ 

Ⅳ．指定法人事業 

特定家庭用機器再商品化法（以下「家電リサイクル法」という。）第 32 条第１項の

規定に基づき主務大臣より指定法人に指定された者として、以下の事業を実施する。 

 

１．特定家庭用機器廃棄物に関するリサイクル関連業務の実施 

(1)リサイクル関連業務の実施 

家電リサイクル法第 33 条第１号及び第２号の規定に基づき、特定製造業者等

からの委託を受けて、あるいは製造業者等が存在しない、または当該製造業者

等を確知することができない特定家庭用機器廃棄物のリサイクルを行う。 

また、これに付随して必要とされる情報システムの改善、特定製造業者等へ

の情報提供、契約手続き、報告徴収への対応等を図る。 

(2)2024 年度の委託の実施 

家電リサイクル法第 33条第１号及び第２号に規定する業務の委託に関する契

約について、委託先と 2023 年度から３年間の再商品化等実施契約を締結し、こ

れに基づき業務委託する。（2023 年度～2025 年度契約締結済み）。 

   

２．調査及び普及啓発の実施 

(1)調査の実施 

家電リサイクル法第 33 条第４号の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の排

出、収集、運搬及び再商品化等に関して調査の必要性が生じた場合には、適宜実

施する。 

(2)普及啓発活動の実施 

家電リサイクル法第 33 条第４号の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の適

正な排出、収集、運搬及び再商品化等のより円滑な実施を推進するため、主に以

下の普及啓発活動を行う。 

① 協会サイト「３秒でえらべる家電の捨て方」の改修、ＳＥＯ対策を実施する

ことにより、適正ルートによる排出促進、ひいては回収率向上に貢献する。 

② 家電リサイクルの認知拡大、家電リサイクル法に基づいた正しい処分方法が

あることを啓発、家電リサイクルの方法を知らない人や直近で処分する可能

性がある人に対して啓発活動を実施する。 

・家電リサイクル常設展示による普及啓発 

2022 年度「おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ」に出展、2023 年度「東京・

科学技術館」に出展を行っている。両展示ブースとも見学者に好評であり、最

新情報を反映した更新を行う。 

・WEB 広告、動画コンテンツの配信 

③ 2020 年度から継続実施してきた事業者排出エアコンの排出実態調査で得ら

れたセグメント化された事業者に対し、排出エアコンの回収率向上に向けた

普及啓発活動を各関係者と連携し実施する。 

(3)照会対応 

家電リサイクル法第 33 条第５号の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の収

集・運搬及びリサイクルの実施に関する排出者、市町村等からの照会に対応。 

なお、照会対応強化のため家電リサイクル券の問い合わせ窓口との統合を検討。 
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＜家電製品ＰＬセンター部門＞ 

Ⅴ．家電製品ＰＬセンター事業 

家電製品に係る紛争解決の専門機関として、公正・中立・迅速な紛争解決を図る

とともに、関係機関との連携を強化し、情報開示と広報活動を行う。 

 

１．公正・中立・迅速な紛争解決 

(1)相談手続による問題解決 

相談者の主張する内容を的確に判断し、相談者の論点整理のための助言や 

関連情報の提供を行なった上で、相談者と事業者との話合いを促進する。 

(2)斡旋手続による紛争解決 

現場・現品・現実の三現主義に則った対応と、顧問弁護士の助言による法令解

釈下で、斡旋手続での合意解決を図る。 

(3)裁定手続による紛争解決 

消費者問題に関する有識者、弁護士及び技術専門家で構成される裁定委員会

により現場・現品・現実の三現主義に則った対応をすすめ、裁定手続による解決

を図る。 

 

２．情報開示 

(1)ホームページにおける情報開示 

「年次報告書」及び「月次インフォメーション」を協会サイトに公表し、相談

事例や斡旋事例の情報を提供することにより、家電製品による事故の再発防止

や未然防止を図る。 

(2)関係工業会への情報提供 

関係工業会における製品安全等の取り組みの一助となるよう、製品別相談状

況等の情報を提供する。 

 

３．広報活動 

消費生活センター等関係機関との交流会を実施し、当センター事業への理解を

促進するとともに、一般消費者からの相談に対する連携を強化する。特に、協会サ

イト公表の消費生活センター相談員向けＦＡＱについて一層の充実を図る。また、

関係工業会を通じた製造事業者との情報交換を実施し、当センター事業への理解

を深める。 
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＜資格審査認定部門＞ 

Ⅵ．資格審査認定事業 

１．事業概要と方針 

資格審査認定事業の柱である家電製品アドバイザー、同エンジニア、及びスマ

ートマスター資格の認定試験において、2020 年９月試験から導入した「ＣＢＴ方

式」は本年３月試験で８回目を数え、完全に定着した。2023 年度は、タレント起

用による資格制度のプロモーション活動等により、認知度向上に取り組んだが、

家電量販店をはじめとする主要法人の資格取得率の向上による新規受験者数の急

激な減少に歯止めが効かず、年間受験者数は約 14,000 人の見込みである。 

2024 年度は、試験事業の立て直し策として、既存の主要法人との連携強化に加

え、スマートマスター資格制度導入法人の新規開拓、ＪＥＩＴＡ連携によるスマ

ートホーム環境の醸成、および受験参考書内容の刷新に取り組み、受験者数の挽

回を図る。また、2019 年以来となるホームページの大幅改修により、スマホでの

閲覧や各種申請を中心にユーザーインターフェースを向上させて利便性を高め、

動画教材などの新たなコンテンツ拡充も視野に、資格の認知度向上に積極的に取

り組む。 

 

＜受験者数の推移＞               *は見込み数値 単位：人              

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

第 41 回 

(21/9 月) 

第 42 回 

(22/3 月) 

第 43 回 

(22/9 月 ) 

第 44 回 

(23/3 月) 

第 45 回 

(23/9 月) 

第 46 回 

(24/3 月) 

9,400 8,700 9,300 8,000 7,500 *6,500 

18,100 17,300 14,000 

また、もう一方の柱である資格更新については、試験事業とは対照的に主要法

人の資格保有者の増加により、安定した実績で推移している。今後についても、主

要法人に対して新規団体更新制度の導入をタイムリーに提案し、資格更新者の確

保に盤石を期す。「資格更新の完全電子化」は、対象者の理解を得られスムーズに

移行しているが、向こう４年間の更新対象者へ同様の理解を求め、次回以降も引

き続き慎重に対応していく。 

 

＜更新者数の推移＞  （ ）は更新率 *は 2023 年度事業計画数値 単位：人 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

21/11 月 22/5 月 22/11 月 23/5 月 23/11 月 24/5 月 

6,100 8,100 6,000 6,700 6,100 *4,700 

（77.6%） （67.8%） （73.3%） （73.4%） （68.5%） *（65.5%） 

14,200 12,700 10,800 

 

２．事業計画 

アドバイザー、エンジニア、及びスマートマスターの３つの資格について、それ

ぞれ、資格認定試験、資格更新、及び学習テキスト発刊の事業を推進する。 

(1)資格認定試験 

９月と３月の年２回、全国各都道府県約 300 か所の試験会場にて、ＣＢＴ方

式による資格認定可否を判定するための試験を実施する。なお、エンジニア資
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格は、昨今の家電製品修理を取り巻く環境の変化と受験者数の現状を鑑み、2024

年度より３月試験のみ（年１回）に改定する。 

① 日程（案） 

 第 47 回試験 第 48 回試験 

試験期間（案） 
2024 年 9 月１日（日） 

～9 月 14 日（土） 

2025 年 3 月 1 日（土） 

～3 月 14 日（金） 

資格交付日 2024 年 11 月１日 2025 年 5 月１日 

申請期間（案） 
2024 年 7 月 20 日（土） 

～8 月 10 日（土） 

2025 年 1 月 20 日（月） 

～2 月 10 日（月） 

② 受験者数（計画案）                     単位;人 

 第 47 回試験 

（24/9 月） 

第 48 回試験 

（25/3 月） 
2024 年度 (※1) 

アドバイザー (※2) 6,500 5,700 12,200 (101.4%） 

エンジニア  (※2)   -   300 300 (66.7%) 

スマートマスター 1,000 1,000 2,000 (117.6%) 

計 7,500 7,000 14,500 (103.6%) 

※1( )内は前年見込み比 

※2 アドバイザー､エンジニアには、エグゼクティブチャレンジの申請件数を含む 

(2)資格更新 

定期の交付日である 11 月 1 日付および５月 1 日付にて、資格更新対象者の

65％を目標として資格更新(学習、認定試験)を推進する。なお、下表の 2025 年

５月は、５年前の合格者がゼロ（2020 年３月試験が新型コロナ感染症の拡大に

より直前で中止）の事由により、対象者数に影響を及ぼし、一時的に落ち込む。 

 2024 年 11 月１日付更新 2025 年５月１日付更新 

申請期間 
2024 年８月１日（木） 

～10 月 31 日（木） 

2025 年２月１日（土） 

～４月 30 日（水） 

更新者数 

(目標) 

5,100 人 

（更新率 65.4％） 

2,500 人 

（更新率 65.2％） 

(3)学習テキスト及び問題集 2024 年版の発刊数量（目標） 

ＩｏＴ、ＡＩ、ビックデータ、５Ｇなどの革新的技術の進化、地球温暖化の影

響による気候変動、ＤＸ化の加速、感染症の拡大等により、家電・住宅を取り巻

く環境は、この数年著しく変化している。そのような変化を機敏に学習カリキ

ュラムに取り入れて家電・住宅等関連従事者の知識習得を支援すべく、本年度

も全科目の学習テキスト及び問題集を発刊する。なお、2024 年５月発刊から、

出版社を(株)オーム社に変更するのを機に、紙版学習テキスト・問題集の統合、

念願の電子書籍の発刊など、学習教材も時代に合わせ進化させていく。 

   ＜発刊計画＞ 

 書籍名 数量［冊］（※） 発刊時期 

テキスト 

アドバイザー科目別(3 冊) 12,500（16,000） 2023 年 12 月 

エンジニア 科目別(2 冊) 2,200 （3,000） 2023 年 12 月 

スマートマスター  (1 冊) 

テキスト+問題集統合版 

2,000  (2,000) 2024 年５月 

問題集 
アドバイザー全科目(1 冊) 7,500 (5,500) 2023 年 12 月 

エンジニア 全科目(1 冊) 1,300  (1,500) 2023 年 12 月 

※（ ）内の数は前年度実績 


